
桂林学叢 第14号

日
蓮
聖
人
の
機
類
観

―
―
機
類
の
表
現
か
ら
の
考
察
―
―

日

種

出
ホ

０

「衆
生
に
善
法
の
機
有
ら
ば
聖
人
来
り
応
ず
」

釈
尊
の
慈
悲
救
済
を
感
応
し
、
そ
こ
に
宗
教
的
安
心
の
世
界
を
求
め
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
は
、
我
々
仏
教
徒
に
と
っ
て
、
永
久
の
願
い

で
あ
る
と
同
時
に
使
命
で
も
あ
る
。

釈
尊
よ
り
救
済
を
受
け
る
機
類
は
、
そ
の
対
象
と
し
て
は
、
い
つ
の
世
、
ど
ん
な
機
類
で
あ

っ
て
も
平
等
で
あ
る
。

し
か
し
、
機
類
の
有

つ
性
質

・
能
力
は
、
「時
」
と
の
密
接
な
関
係
が
あ
り
、
い
つ
も
同

一
と
は
限
ら
な
い
。
例
え
ば
、
正

・
像

・
末

と
い
う

「時
」
を
縦
軸
と
し
、
上

・
中

・
下
根
と
い
う
機
類
の
有

つ
能
力
を
横
軸
と
し
た
図
面
を
用
い
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
機
類
に
、

「時
」
に
象
徴
さ
れ
た
概
念
規
定
を
与
え
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

こ
の

「時
」
に
裏
付
け
ら
れ
た
機
類
を
認
識
す
る
こ
と
は
、
救
済
す
る
側
に
と

っ
て
、
そ
れ
を
実
践
す
る
時
、
重
要
な
問
題
と
し
て
提

示
さ
れ
て
く
る
。

人
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日
蓮
聖
人
の
機
類
観

日
蓮
聖
人
（以
下
、
聖
人
と
略
称
）
は
、
「夫
以
　
療
二
治
　
　
重
病

一構
二
索

良
薬

一救
二
助
　
　
逆
謗

一不
レ
如
二
要
法

Ъ

所
謂
論

レ

時

正
像
末
。

（中
略
）
論

レ　
機

已
逆

与
二
未
逆

一己
謗

与
二
未
謗

一。
」
と
の
考
え
方
に
立

っ
て
、
法
華
経
弘
通
を
展
開
さ
れ
た
。

そ

の
過
程
に
お
け
る
聖
人
の
末
法
意
識
の
高
揚
は
、
悪
機
充
満
と
い
う
世
相
が
斯
く
せ
し
め
た
と
言
え
よ
う
。

こ
の
、
「時
」
は
末
法
、
「機
」
は
悪
機
と
い
う
時
機
判
の
も
と
、
聖
人
は
、
衆
生
救
済
の
具
体
的
な
理
念
と
し
て
、
三
益
論
の
中
で
も

下
種
益
に
視
点
を
置
い
た
聖
人
独
自
の
実
践
理
念
を
志
向
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
「末
法
だ
か
ら
下
種
」
で
あ
り
、
「仏
種
を
下
す

必
要
の
あ
る
機
類
だ
か
ら
下
種
」
と
い
う
理
念
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
聖
人
の
実
践
理
念
は
、
聖
人
の
機
類
観
に
起
因
し
て
お
り
、
し
た
が

っ
て
、
聖
人
の
機
類
観
、
す
な
わ
ち
聖
人
が
末
法

の
衆
生
を
、
ど
う
い
っ
た
概
念
規
定
に
よ

っ
て
下
種
所
対
の
機
類
と
考
え
ら
れ
た
の
か
、
こ
の
問
題
を
解
明
す
る
こ
と
は
、
聖
人
の
宗
教

を
理
解
す
る
上
で
、
必
須
の
問
題
と
し
て
提
示
で
き
よ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
問
題
を
明
確
に
す
る
手
掛
り
と
し
て
、
聖
人
が
末
法
の
衆
生
を
ど
う
い
っ
た
概
念
を
有

つ
用
語
に
よ

っ
て
表
現
さ
れ
て

い
る
の
か
、
こ
の
考
察
を
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

そ
こ
で
、
御
遺
文
を
絡
く
と
、
そ
こ
に
は
末
法
の
衆
生
を
、
「末
代
の
凡
夫
」
・
「末
代
の
愚
者
」
・
「末
代
愚
機
」
ｏ
「
末
代
の
機
」
・
「
末

代
造
悪
の
者
」
・
「
不
孝
の
者
」
等
、　
一
見
し
て
理
解
で
き
る
用
語
で
表
現
さ
れ
て
い
る
場
合
と
、
法
華
経

・
涅
槃
経
あ
る
い
は
天
台
の
釈

義
の
中
の
用
語
を
以

っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
後
者
の

一
例
と
し
て
、
法
華
経
寿
量
品
に
関
連
す
る

「失
心
者
」
・
「久
遠
五

百
退
転
者
」
、
随
喜
功
徳
品
よ
り

「
五
十
展
転
者
」
、
善
喩
品

・
信
解
品
よ
り

「幼
稚
」
、
化
城
喩
品
の
本
末
釈
よ
り

「大
通
結
縁
第
二
類
」
、

不
軽
品
及
び
本
末
釈
よ
り

「
不
軽
軽
毀
の
衆
」
・
「本
已
有
善
」
・
「本
未
有
善
」
と
、
さ
ら
に
、
湿
槃
経
梵
行
品
よ
り

「七
子
の
中
の
病
子
」
、

師
子
吼
品

・
迦
葉
品
よ
り

「
恒
河
七
種
の
第

一
・
第
二
者
」
等
々
の
用
語
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
ら
の
用
語
は
、
聖
人
が
、
経
文

・
釈
義
の
中
か
ら
無
作
為
に
抽
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
個
々
の
概
念
を
把
握
さ
れ
た
上
で
用
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い
ら
れ
た
こ
と
は
自
明

で
あ
る
。
よ

っ
て
、
小
稿

で
は
、
後
者

の
表
現

の
中

で
も

「
大
通
結
縁
第
二
類
」
を
中
心
に
取
り
上
げ
、
考
察
を

加
え
て
み
た
い
。国

御
遺
中
、
「大
通
結
縁
第
二
類
」
（以
下

「第
二
類
」
と
略
称
す
）
に
符
合
し
た
表
現
は
、
次
の
四
書
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

田
　
大
通
智
勝
佛
法
華
経
を
説
キ
畢
ラ
せ
給
て
定
に
入
ラ
せ
給
ヒ
し
か
ば
、
十
六
人
の
王
子
の
沙
彊
、
其
前
に
し
て
か
は
る
が
は
る
法
華
経
を

講
じ
給

け
り
。
其
所
説
を
聴
聞
せ
し
人
幾
千
萬
と
い
ふ
事
を
し
ら
ず
。
営
座
に
悟
を
え
し
人
は
不
退
の
位
に
入

に
き
。
又
法
華
経

を
お
ろ
か

（疎
略
）
に
得

レ′レ心
結
縁
の
衆
も
あ
り
。
其
人
人
富
座
中
間
に
不
退
の
位
に
入
ら
ず
し
て
、
三
千
塵
粘
却
を

へ
た
り
。
其

間
又

つ
ぶ
さ
に
六
道
四
生
に
輪
回
し
、
今
日
繹
迦
如
来
の
法
華
経
を
説
キ
給
フ
に
不
退
ノ位
に
入
る
。
所
謂
舎
利
弗

・
目
連

・
迦
葉

・

阿
難
等
是
也
。
猶
猶
信
心
薄
キ
者
は
、
営
時
も
覺
ら
ず
し
て
未
来
無
敷
却
を
経
べ
き
か
。
不
レ
知
、
我
等
も
大
通
智
勝
佛
の
十
六
王

子
の
結
縁
の
衆
に
も
あ
る
ら
ん
。

②
　
此
に
日
蓮
案
ン
テ
云
ク　
世
す
で
に
末
代
に
入
て
二
百
餘
年
、
邊
土
に
生
を
う
く
。
其
上
へ下
賤
、
其
上
へ貧
道
の
身
な
り
。

（中
略
）

大
小
乗
経
の
外
凡
内
凡
の
大
菩
薩
と
修
シ
あ
が
り
、　
一
却
二
却
無
量
却
を
経
て
菩
薩
の
行
を
立

、テ　
す
で
に
不
退
に
入
ぬ
べ
か
り
し
時

も
、
強
盛
の
悪
縁
に
を
と
さ
れ
て
佛
に
も
な
ら
ず
。
し
ら
ず
大
通
結
縁
の
第
二
類
の
在
世
を
も
れ
た
る
か
、
久
遠
五
百
の
退
韓
し
て

今
に
来

か
。

０
　
日
蓮
も
又
か
く
せ
め

（責
）
ら
る
ゝ
も
先
業
な
き
に
あ
ら
ず
。

（中
略
）
又
過
去
の
謗
法
を
案
ず
る
に
誰
か
し
る
。

（中
略
）
不
軽

軽
毀
の
流
類
ナ
ル欺
ヽ
失
心
の
餘
残
ナ
ル欺
。
五
千
上
慢
の
春
属
ナ
ル欺
ヽ
大
通
第
二
の
餘
流
に
も
や
あ
る
ら
ん
。
宿
業
は
か
り
が
た
し
。

（中
略
）
我
今
度
の
御
勘
気
は
世
間
の
失

一
分
も
な
し
。
偏
に
先
業
の
重
罪
を
今
生
に
消
し
て
、
後
生
の
三
悪
を
脱
れ
ん
ず
る
な
る

日
蓮
聖
人
の
機
類
観

―-87-



日
蓮
聖
人
の
機
類
観

べ
し
。

四
　
尋
寸
過
去
ノ結
縁

一フ大
通
十
六
之
時
下
一
佛
果
ノ下
種

一進
ス
者
以
ニテ
華
厳
経
等
ノ前
四
味
一
為
弓
助
縁
一
令

レム覚
二
知
セ大
通
ノ種
子
ず

此
ハ

非
ニス
佛
ノ本
意
∵

但
夕
毒
発
等
ノ
一
分
也
。
二
乗

・
凡
夫
等
ハ前
四
味
ラ於
縁
ト
シ漸
々
二来
二
至
シ
テ法
華
一
顕
↓
種
子

一ヲ遂
『
ノ
開
顕
一
機
是

也
。
反
歴
Ｌ
辮
Ｌ
謄
俸
Ｒ
Ｆ
匡
階
ハ
仄
時
区
ぽ
鵬
卜
陶
―丁
旧
時
ぽ
Ｒ
Ｆ
瞳
巨
匹
医
陛
Ｒ
臨
旨
比
陣
―≡り
隣
隠
曝
雁
Ｆ
Ｆ
Ｄ
陸
墜
膝
Ｒ

以
一
小
権
等

）為
写
縁
卜
入
二′レ法
華

Ｔ

例
セ
ハ如
一
在
世
′前
四
味
ノ者

ェ
リ

０
は

『
唱
法
華
題
目
抄
』
で
の
、
法
華
と
念
仏
の
難
易
に
つ
い
て
解
釈
を
示
さ
れ
た
第
二
問
答
の

一
文
で
あ
り
、
傍
線
部
が

「第
二
類
」

に
相
当
す
る
。
要
旨
は
、
法
華
経
は

「
理
深
解
微
」
で
あ
る
と
し
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
大
通
結
縁
の
因
縁
を
挙
げ
た
問
者
側
の
発
言
で

あ
る
。

つ
ま
り
、
十
六
王
子
の
覆
講
法
華
を
受
け
た
機
類
に
、
当
座
で
悟
を
得
て
不
退
の
位
に
入
る
者
、
三
千
塵
点
の
経
歴
を
経
て
釈
尊

在
世
で
不
退
の
位
に
入
る
者
、
在
世
に
て
も
悟
る
こ
と
が
で
き
ず
未
来
無
数
却
を
経
る
者
の
三
者
が
あ
る
と
し
、
我
々
末
法
の
衆
生
は
、

こ
の
二
番
目
に
属
す
る
機
類
で
あ
る
と
問
う
の
で
あ
る
。
問
者
の
言
葉
を
借
り
な
が
ら
も
、
末
法
の
衆
生
を

「第
二
類
」
と
表
現
さ
れ
た

一
文
で
あ
る
。

②
は

『
開
目
妙
』
の
中
、
聖
人
の
内
心
を
表
わ
さ
れ
た
文
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
末
法
と
い
う

「時
」
、
辺
土
の

「
国
」

に
生
ま
れ
た
下

賤

・
貧
道
の

「機
」
で
あ
る
と
い
う
事
実
の
業
因
を
、
過
去
に
仏
道
修
行
が
な
か

っ
た
点
に
求
め
ら
れ
、
自
分
は

「
『
第
二
類
」
か
、
『久

遠
下
種
の
退
転
者
』
か
」
と
内
観
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
「第
二
類
」
は
聖
人
御
自
身
の
問
題
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ

に
末
法
の
衆
生
を
も
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

０
は

『
佐
渡
御
書
』
の
中
、
聖
人
の
値
難
の
解
明
と
会
通
を
述
べ
ら
れ
た
文
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
聖
人
の
値
難
の
原
因
は
御
自
身
の
過

去
の
悪
業
深
重
な
る
故
に
引
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
、
転
重
軽
受
の
思
想
を
告
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
先
業
の
機
類

と
し
て
、
「
不
軽
軽
毀
の
衆
」
「失
心
者
」
「
五
千
起
去
者
」
「第
二
類
」
を
挙
げ
ら
れ
、
御
自
身
を
そ
れ
ら
と
同
類
に
見
な
さ
れ
て
い
る
の
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で
あ
る
。
本
書
撰
述
の
由
来
、
加
え
て
、
対
告
衆
が

「
日
蓮
弟
子
檀
那
等
御
中
」

で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
我
々
末
法
の
衆
生
は
、

「第
二
類
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
聖
人
の
懺
悔
告
白
を
、
自
己
の
問
題
と
し
て
間
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

側
は

『
観
心
本
尊
抄
』
の
中
、
五
重
三
段
の
内
、
述
門
三
段
を
明
か
さ
れ
た
文
で
あ
る
。
大
通
下
種
の
機
類
を
得
益
を
以

っ
て
分
別
さ
れ

て
お
り
、
傍
線
部
が

「第
二
類
」
に
相
当
す
る
。

以
上
の
御
遺
文
か
ら
、
次
の
こ
と
が
確
認
で
き
よ
う
。
聖
人
は
、
「第
二
類
」
を
大
通
下
種
の
機
類
、
そ
し
て
、
知
罪
と
信
心
の
あ
り

方
を
問
わ
れ
る
機
類
と
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
、
「第
二
類
」
の
概
念
を
よ
り
明
確
に
す
る
た
め
、

こ
の
用
語
の
出

典
を
尋
ね
て
み
た
い
。

ロ

そ
も
そ
も

「
第
二
類
」
と
い
う
成
句
は
、
「法
華
文
句
』
の
化
城
喩
品
の
釈
義
を
扶
釈
し
た

『文
句
記
』
に
見
れ
る
も
の
で
あ
る
。

『法
華
文
句
』
で
は
、
大
通
結
縁
を
解
釈
す
る
際
に
、
コ
日
日
共
結
縁
」
・
「中
間
更
相
値
遇
」
・
天
「
還
説
法
華
」

の
三
義
を
立

て
て
い

る
。
更
に
、
こ
の
中
の

「中
間
の
値
遇
」
を
三
種
類
の
機
類
に
よ
っ
て
分
別
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
佛
告
二
　
　
諸

比
丘

一　
是

十
六
ノ菫
口薩
ハ常
二楽
テ
説
ニク
是
ノ
妙
法
蓮
華
経
一
　

一
一
ご
口薩
ノ
所
化
ノ
六
百
萬
億
／
那
由
佗
恒
河
沙
等
ノ
衆
生
ハ世
世
二所
レ
生
ル
ル
与
「一菩
薩

一

倶

テ従
レ
其

．聞
ヽ

法

悉

皆
信
解

り
　
以
〓
此

因
縁

一得
レ
値
二
ζ
κ
子
フ
四
萬
億

諸
佛
世
尊

一千
今

．不
レ
尽

］）
と
い
う
経
文
は
、

「中
間
常
相
逢
値
」
を
明
さ
れ
て
い
る
と
の
解
釈
に
立
ち
、

逢
値

．有
三
二
種

一『
若

相
逢
遇

テ常

．受
ニ
パ大
乗

）此
輩

中
間

．皆
已

．成
就

テ
不
レ至
ニラ干
今

一知
若

相
逢
遇

テ
遇
≒
其

退

フ
大

働
接

ル
ニ以
け
セ
バ小

此
輩

中
間

．猶
故

．未

レ尽

。
今
得
≧
渥
ァ聞
二
；
大
乗

之
教

一。
三
．ハ但
論
写
遇
レ
；
小

．不
レ
論
¨
遇
レ
；

大
ざ
則
チ
中
間
二未

レ度
セ干
け
モ今
二亦
不
レ尽
キ
方
二始
テ受
け
大
フ
乃
至
滅
後
得
道

者
是
也
。

日
蓮
聖
人
の
機
類
観
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日
蓮
聖
人
の
機
類
観

と
あ
る
。
こ
こ
を

『文
句
記
』
は
、

逢
値
有
三
種
卜
者
前
ノ
一
一ハ可
¨
知
ル。

人
′未
二曽
ぅ聞
”
大
Ｊ

便
即
流
転

初

．且

聞
レ
小

。
人
見
下
釈
迦

一
代

教
中
　
一
分

声
聞
未
二
発
心

一者
上
便
即
判

テ
云
ミ
水
滅
無
発

一。
是

則

不
レ
知
一
如
来

長
遠

之
化

一。

と
細
釈
し
て
お
り
、
由
来
、
『法
華
文
句
』
中
の
ｎ
が

「第

一
類

（初
類
と
、
Ｄ
が

「
第
二
類
」
、
０
が

「第
二
類
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

『
法
華
文
句
』
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
「第

一
類
」
と
は
、
三
千
塵
点
却
の
中
間
に
至
る
ま
で
常
に
大
乗
を
聞
法
し
た
縁
に
よ
り
、
以
後

の
経
歴
は
な
く
、
中
間
に
お
い
て
成
就
す
る
機
類
、
「第
二
類
」
と
は
、
中
間
に
至
る
ま
で
に
退
大
取
小
し
た
た
め
に
三
千
塵
点
却
の
退

転
は
あ
る
が
、
大
乗
を
聞
い
た
と
い
う
縁
に
よ
り
、
釈
尊
在
世
に
お
い
て
法
華
経
を
聴
間
で
き
る
機
類
、
そ
し
て

「第
二
類
」
と
は
、
中

間
に
至
る
ま
で
大
乗
に
は
遇
わ
ず
小
乗
に
遇
う
に
留
ま

っ
た
こ
と
か
ら
、
中
間
で
の
得
度
は
な
く
、
釈
尊
在
世
に
お
い
て
初
め
て
大
乗
を

聞
く
か
、
あ
る
い
は
滅
後
に
得
道
す
る
機
類
、
と
の
理
解
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
『文
句
記
』
の
扶
釈
か
ら
は
次
の
よ
う
に
理
解
で
き
よ
う
。
ま
ず
、
『
法
華
文
句
』
に

「但
論
遇
小
」
と
あ
る
か
ら
、
「中
間
」

と
い
う
言
葉
は
、
「第
二
類
」
に
限
り
、
元
初
に
小
縁
を
結
ん
だ
者
が
中
間
に
至
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
未
だ
曽

て
大
乗
を
聞
い
た
こ
と
が
な
く
、
最
初
の
結
縁
か
ら

一
向
に
小
乗
を
習
う
機
類
が

「第
二
類
」
で
あ
る
と
。

換
言
す
れ
ば
、
『法
華
文
句
』
で
説
示
さ
れ
る

「第
二
類
」
と
は
、
大
通
法
華
覆
講
処
対
の
機
類
で
は
な
く
、
釈
尊
在
世
に
て
初
め
て

下
種
を
蒙
る
者
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
が
、
『
文
句
記
』
よ
り
後
の
末
註
書
を
緒
く
と
、
こ
の
問
題
を
論
じ
る
時
、　
一
様
に
、
「第
二
類
」
を
大
通
結
縁
の
機
類
、
す
な

第
二

既

．云
ニヘリ
但
論
遇
小

Ｌ

中
間
之
言
ノ自
フ望
下′レノ、ヽ、元
初

．結
二
小
縁

一者
上
耳
。

第

〓
一
類

。
此
人
即
以
二
初

聞
レ
小

時

一為
二
初

結
縁

一。
復
於
三
中
間

一唯
習
二
於
小

入
「
遇
二
王
子

・
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わ
ち
法
華
覆
講
を
聞
法
し
た
者
と
す
る
解
釈
に
立
脚
し
て
お
り
、
よ

っ
て
、
『
法
華
文
句
』
の
い
う

「但
論
遇
小
不
論
遇
大
」
「方
始
受
大
」、

『文
句
記
』
の
い
う

「未
曽
聞
大
」
と
の
会
通
が
、
論
議
の
中
心
と
な

っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

古
く
は
、
『
法
華
文
句
輔
正
記
』
で
は
、
『
文
句
記
』
の

「
中
間
之
言
自
望
元
初
結
（小
）
縁
者
耳
」
の
文
に
着
目
し
、

中
間
之
言
自
望
元
初
者
　
謂
中
間
之
名
従
下
於
一一元
初

一結
二
大
縁

一已
後
中
間
取
レ小
者
上
得

レ名
　
不
レ従
下
中
間
元
為
中
説
レ
小

者
上

得
レ名
也
。

と
、
「中
間
」
と
は
、
元
初
に
大
縁

（法
華
覆
講
を
聞
法
）
を
結
ん
だ
機
類
に
対
し
て
用
い
る
べ
き
用
語
で
あ
る
と
い
う
。

ま
た
、
『
天
台
法
華
疏
記
義
決
』
で
は
、

疏
但
論
遇
小
不
論
遇
大
者
　
此
人
亦
是
王
子
結
縁
。
雖

レ有
二
大
縁

一以
二
縁
微

一故
但
論
二
遇
小

一不
レ
論
二
遇
大

一。
或
是
王
子
爾
時

唯
結
二
小
縁

一　
非
二
必
覆
講
結
縁
座
衆

Ｌ

此
人
大
縁
在
二
未
来

一故
先
結
二
小
縁

一也
。

と
、
「
第
二
類
」
を
大
通
結
縁
の
機
類
と
す
る
釈
と
、
必
ず
し
も
法
華
覆
講
の
座
に
あ

っ
た
者
と
は
い
え
な
い
と
す
る
釈

の
二
釈
を
立
て

て
い
る
。

つ
ま
り
、
前
釈
の
理
由
と
し
て

「大
縁
が
微
少
で
あ
る
」
こ
と
を
挙
げ
、
『法
華
文
句
』
の
文
面
に
随
従
す
れ
ば
後
釈
と
な
る

と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
『法
華
疏
私
記
』
で
は
、

文
但
論
遇
小
不
論
遇
大
。
問
此
第
二
類
為
二
是
王
子
結
縁
者

一不
。
若
結
縁
者
何
云
三
但
論
二
遇
小

一。
又
云
第
二
類
人
未
一一曽
聞
フ
大

初
聞
レ小
時
為
二
初
結
縁

一。
若
不
二
結
縁

一者
。
今
明
二
王
子
結
縁
之
後
中
間
逢
値

・。
何
列
二
異
人

一。
答
三
類
並
是
王
子
結
縁
。

（中
略
）
第
二
類
方
始
受
レ大
乃
至
滅
後
得
道
者
也
。
而
云
二
未
曽
聞
大

一者
。
雖
レ聞
不
レ信
。
亦
不
二
発
心

一。
故
属
二
不
聞

硫
）

と
、
『
文
句
記
』
の

「未
曽
聞
大
」
を
、
「雖
聞
不
信
。
亦
不
発
心
。
故
属
不
聞
」
と
解
釈
す
る
。

つ
ま
り
、
「第
二
類
」

は
、
最
初
大
乗

を
聞
法
し
て
も
、
そ
れ
を
信
受
せ
ず
発
心
を
起
こ
さ
な
か

っ
た
た
め
、
『文
句
記
』
で
は

「
不
聞
」
と
表
現
さ
れ
た
と
い
う
。

日
蓮
聖
人
の
機
類
観
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さ
ら
に
、
『文
句
記
講
録
』
で
は
、
前
述
の
三
書
の
解
釈
を
踏
襲
し
て
お
り
、
『文
句
記
講
義
』
は
、
「第
二
類
」
は
法
華
覆
講
を
聞
法

し
た
が
、
疑
惑
を
生
じ
、
信
解
し
な
か

っ
た
と
こ
ろ
を
、
『文
句
記
』
で
は

「未
曽
聞
大
」
と
い
っ
た
と
す
る
解
釈
を
示
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
解
釈
の
根
拠
に
は
、
『玄
義
釈
螢
』
の

「雖
レ寄
二
漸
及
不
定

一不
下
以
二
余
教

一為
夢
種
」
と
い
う
、
下
種
の
種
子
は
法
華
経

に
限
る
こ
と
を
強
調
し
た
要
文
と
の
関
連
が
あ
る
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
「第
二
類
」
に
下
種
結
縁

（法
華
覆
講
）
を
認
め
る
以
上
、

最
初
の
結
縁
は
、
小
乗
で
は
な
く
大
乗

（法
華
経
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
必
然
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
『法
華
文
句
』
『文
句
記
』
以
降
の
末
註
書
で
は
、
「第
二
類
」
を
他
の
二
類
と
同
様
に
、
大
通
結
縁
の
機
類
と
し
て
位

置
づ
け
て
お
り
、
台
家
に
お
い
て
は
、
こ
の
解
釈
が
定
説
と
な

っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
れ
よ
り
は
、
こ
の
問
題
に
留
意
し
な
が
ら
も
、
寧
ろ
、
「第
二
類
」
の
有
す
る
具
体
的
な
概
念
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

そ
こ
で
ま
ず
、
台
家
か
ら
は
、
『法
華
疏
私
記
』
の
解
釈
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

佃

『法
華
疏
私
記
』
に
は
、
「第
二
類
」
を
、
「失
心
者
」
さ
ら
に
は

「重
酔
者
」
と
す
る
解
釈
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

■
不
一未
曽
聞
大

一者
　
雖
レ聞
不
レ信
　
亦
不
二
発
心

一　
故
属
二
不
聞

一。
玄
第
六
云
　
不
失
心
者
与
薬
即
服
。
故
於
二
大
通

一覆
二
講
法

華

一結
二
大
乗
父
子

一。
其
失
心
者
雖

レ与
二
良
薬

一而
不
Ｌ
目
服

一　
流
二
浪
生
死

一即
起
二
方
便

一　
或
作
三
二
蔵
結
縁

一　
或
作
二
通
別
回
結

縁

一　
或
信
或
謗
　
因
倒
因
起
。
説
三
二
謗
法

一而
成
二
就
之

Ｌ

或
於
二
中
間

一得
度
　
或
干
矢
「
未

レ度
。
略
抄
彼
明
二
類
。
初
服
薬
者
即

是
今
初
二
類
。
次
失
心
者
是
今
第
二
。

ｏ
逆
順

一
句
亦
是
結
縁
。

（中
略
）
重
酔
不
レ覚
軽
酔
微
覚
。
倶
成
二
繋
珠

一如
塾
母
鼓

一耳
。
記
云
初
是
無
レ識
但
如
二
法
師
常
不
軽

一等

或

一
句
結
縁
。
掟
　
彼
重
酔
人
即
是
第
二
（∞
）
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と
い
う
。

つ
ま
り
、
「失
心
者
」
を
、
法
華
経
を
聞
法

（与
良
薬
）
し
て
も
信
ぜ
ず

（不
服
）
、
中
間
に
小
乗
を
結
縁
す
る
機
類
と
し
て
解

釈
し
て
い
る

『法
華
玄
義
』
の
文
を
引
用
し
、
そ
こ
か
ら
、
「第
二
類
」
＝

「失
心
者
」
と
、
ま
た
、
大
乗
結
縁
が
あ

っ
て
も
そ
れ
を
覚

知
で
き
な
い
と
い
う
視
点
か
ら
、
「第
三
類
」
＝

「重
酔
者
」
と
の
解
釈
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
解
釈
が
妥
当
で
あ
れ
ば
、
「失
心
者
」
・
「
重
酔
者
」

へ
の
考
察
は
、
「第
二
類
」
の
具
体
的
な
性
格
を
解
明
す
る
鍵
と
な
る
。

就
中
、
「第
二
類
」
＝

「失
心
者
」
と
す
る
考
え
方
は
、
前
掲
の
聖
人
遺
文

（『
開
目
鉛
』
『佐
渡
御
書
し

か
ら
も
予
測
で
き
る
も
の
で
あ

Ｚつ
。そ

こ
で
、
こ
れ
よ
り

「失
心
者
」
に
つ
い
て
少
し
考
え
て
み
た
い
。

周
知
の
通
り
、
「失
心
者
」
と
い
う
用
語
は
、
法
華
経
寿
量
品
の
善
説
、
い
わ
ゆ
る
良
医
治
子
喩
に
説
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
概
要
は
、

次
の
如
く
で
あ
る
。

父
の
不
在
中
、
過

っ
て
毒
薬
を
飲
み
苦
し
ん
で
い
る
子
供
達
に
、
帰
宅
し
た
父
が
良
薬
を
与
え
た
。
本
心
を
失

っ
て
い
な
い
子
供

翁
不
失
心
者
し
は
、
直
ち
に
薬
を
服
し
、
病
を
癒
す
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
毒
気
深
入
し
て
本
心
を
失

っ
て
い
る
子
供

∩
失
心
者
し

は
、
薬
を
服
用
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
父
は
方
便
を
設
け
て
救
済
し
よ
う
と
国
外
よ
り
使
い
を
遣
わ
し
て
、
「
父
は
死
ん

だ
」
と
告
げ
さ
せ
た
。
本
心
を
失

っ
て
い
る
子
供

（「失
心
者
し

は
、
こ
の
言
葉
を
耳
に
し
て
、
本
心
を
取
り
戻
し
、
良
薬
を
服
し
て
病

は
全
治
し
た
。

「失
心
者
」
と
は
、
「
不
失
心
者
」
に
相
対
し
た
用
語
で
あ
り
、　
一
見
し
て
、
「本
心
」
の
失
不
失
が
両
者
相
違
の
要
点
で
あ
る
こ
と
に

気
付
く
。

で
は
、
何
故
そ
の
相
違
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
「本
心
」
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。

『法
華
文
句
』

に
解
答
を
求
め

る

と

、

日
蓮
聖
人
の
機
類
観
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信
二
受

　

邪
師
之

法

一名

為
二
飲
毒

・。
失
心

是

無
二
大
小

機
感
生

一
　

。
不
失
心

是

有
二大
小
機
感
生

一
　

。
又
失
心

者
。

貪
二
著
シ
テ
三
界
一
失
ニス先
二所
噂
種
ュル
三
乗
ノ善
根

一也
。
為

■
是
ノ人

）非
滅
二唱
¨
滅
フ。
不
失
心
卜者
。
雖
¨
著
摯
卜
五
欲

一而
モ
不
レ失
普
二

乗
善
根

↓為
一
ノ是
ノ人

一故
二非
生
二現
」生
フ℃

と
あ
る
。
こ
の
解
釈
か
ら
、
「本
心
」
を
失
う

「失
心
者
」
と
は
、
過
去
に
種
え
た

「
三
乗
善
根
」
を
喪
失
し
、
仏

の
化
道
が
大
乗
か
小

乗
で
あ
る
か
の
分
別
を
感
受
で
き
な
い
状
態

（「無
二
大
小
機
感
生

己
）
に
あ
る
機
類
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、

善
強
夕
悪
軽
キ
ハ見
け
佛
フ
即
能
ク修

¨
道
ヲ断
レ
ス結
ヲ。
如
一
子
ノ見
け
父
フ求
【
薬
ヲ病
愈

っガ
。
善
軽
ク悪
重
キ
ハ得
け
見
¨
コ；
佛
ヲ
。
亦
求
け
護
フ

而
不
レ修
¨
道
フ。
如
三
子
ノ見
け
父
ヲ求
け救
ヲ不
一一肯
テ
服
¨
薬
ヲ。（ｇ

と
、
「
不
失
心
者
」
「失
心
者
」
の
相
違
を
善
悪
の
相
関
関
係
に
求
め
、
前
者
を

「善
強
悪
軽
」
と
、
後
者
を

「善
軽
悪
重
」
と
規
定
し
て

い
る
。
そ
し
て
、
前
者
に
は
、
「見
仏
」
の
後
の
修
行
を
認
め
る
が
、
後
者
は
、
「
見
仏
」
し
て
も
自
発
的
に

「修
道
」
し
な
い
機
類
と
い

う
。
こ
の
釈
に
、
『文
句
記
』
の

「於
一
未
断
ノ間

一去
二′レ
コト宿
種

↓遥
ナ
リ
。
現
二難
【
発
シ者
名
ン
悪
強

↓
卜
耳
。
善
強
キ
ハ準

【
此
こ
『
と
い
う
扶

釈
を
加
え
れ
ば
、
悪
が
強
い
機
類

（「失
心
者
し

は
、
現
在
に
宿
種
を
発
芽
し
難
い
者
で
あ
り
、
逆
に
善
が
強
け
れ
ば
、
発
芽
の
要
因
と

成
り
得
る
と
の
理
解
が
で
き
る
。

本
末
釈
を
要
約
す
れ
ば
、
「失
心
者
」
と
は
、
悪
が
強
い
た
め
過
去
の
善
根
を
存
続
で
き
ず
、
よ

っ
て
、
「
見
仏
」
し
て
も
発
心
修
行
を

起
こ
そ
う
と
は
せ
ず
、
今
は

「
非
滅
唱
滅
」
を
聞
く
こ
と
に
な
り
、
善
根
の
成
熟
は
、
滅
後
の
四
依
人
に
よ
る
施
化
を
期
す
る
こ
と
に
な

る
機
績
林、
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
先
述
の
よ
う
に
、
「第
二
類
」
＝

「失
心
者
」
と
い
う
考
え
方
は
、
聖
人
遺
文
か
ら
も
予
測
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ

で
、
「失
心
者
」
の
概
念
を
よ
り
明
確
に
す
る
た
め
、
援
証
と
し
て
、
聖
人
遺
文
に
見
れ
る

「失
心
者
」
の
解
釈
の
内
、

こ
の
機
類
の
行

位
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る

『
四
信
五
品
妙
』
の

一
文
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
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寿
量
品
ノ失
心

・
不
失
心
等
ハ皆
名
字
即
位
也
。

（中
略
）
問
フ入
一
末
法
一
初
心
ノ行
者
必
ス
具
「
ャ
園
ノ
一二
学
一
不
ャ
。
答

一
テ
ム
ク
　
此
義

為
一
り大
事

一。
故
二勘
一
出
シ
テ経
文

一ヲ送
二
付
ス貴
辺

下

所
謂
五
品
之
初
二
三
品
貢
佛
正
シ
ク
制
二
止
ン
テ
戒
定
ノ
一
一法
十
一
向
二
限
ニノレ
慧
ノ
・

分

Ｔ

慧
又
不
レレ
ハ堪
へ以
レテ信
ォ代
レフ慧
．♂

信
ノ
・
字
フ為
レス詮
卜。
不
信
ハ
一
閏
提
謗
法
ノ因
　
信
ハ慧
ノ因
　
名
字
即
ノ位
也
。
天
台
云
ク
若

相
似

益
ハ隔
生

ト
モ
不
各
心
　

名
字
観
行

益
ハ隔
生

レ
ハ即
忘

。
或
ハ有
レ
不
レノレモ
忘

　

亡
心
ル
者

若
値
ニヘ
ハ知
識

一宿
善
還
ァ生

（）
若

相
ニヘ
ハ悪
友

一．則
失
ニフ本
心

Ｔ
鴨
）

こ
こ
で
は
、
「失
心
者
」
「
不
失
心
者
」
を
名
字
即
に
配
当
し
、
以
信
代
慧
を
主
張
し
た
後
、
注
目
す

べ
き
要
文
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

『
法
華
玄
義
』
で
述
門
十
妙
を
明
か
す
中
、
大
通
覆
講
法
華
に
よ
る
遠
益
を
説
い
た
要
文
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
「相
似
即
位
ま
で
進
ん
だ

者
が
得
た
法
華
経
の
利
益
は
、
隔
生
し
て
も
忘
失
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
名
字
即
位
や
観
行
即
位
に
止
ま

っ
た
者
が
得
た
利
益
は
、
隔

生
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
う
。
中
に
は
忘
れ
ら
れ
な
い
場
合
も
あ
る
。
忘
れ
ら
れ
た
時
で
も
、
そ
の
者
が
善
知
識
に
値
え

ば
、
隔
生
前
の
利
益
は
誘
発
さ
れ
る
が
、
反
対
に
悪
知
識
に
値
え
ば
、
宿
善
の
蘇
生
ど
こ
ろ
か
本
心
ま
で
も
失

っ
て
し
ま
う
。
」
と
説
か

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
論
理
に
従
え
ば
、
行
位
が
名
字
即
位
で
あ
る

「失
心
者
」
は
、
隔
生
す
る
間
に
悪
知
識

（爾
前
経
）
に
偏
重

し
た
た
め
、
「本
心
」
を
失

っ
た
機
類
と
の
理
解
が
で
き
る
。

さ
ら
に
、
『法
華
文
句
』
で

「
三
乗
善
根
」
と
解
釈
し
た

「本
心
」
の
具
体
的
な
概
念
も
、
聖
人
遺
文
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
す

な
わ
ち
、
『
兄
弟
抄
』
で
、
前
掲
の

『法
華
玄
義
』
の
文
を
釈
し
、

天
台
大
師
釈

テ
云

　

若
値
ニヘ
ハ悪
友

一則
失

二本
心

Ｌ
云
。
デ
心

と
申

は
法
華
経
を
信
ず
る
心
な
り
。
失

と
申

は
法
華
経
の
信
心

を
引
キ
か

へ
て
余
経

へ
う

つ
る
心
な
り
。
さ
れ
ば
経
文
二云
フ　
然
興
良
薬
而
不
肯
服
等
一√
０
天
台
ノ
云
ク
　
其
レ失
レフ
心
フ
者
ハ雖
【
与
ニフト

良
薬

↓而
ヵ
モ
不
Ｌ
ロ
テ
服
一流
二
浪
シ生
死

一逃
二
逝
ス他
国

∵
Ｌ
）

と
、
「本
心
」
を

「法
華
経
を
信
ず
る
心
」
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

日
蓮
聖
人
の
機
類
観
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日
蓮
聖
人
の
機
類
観

さ
て
こ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
の

「
失
心
者
」
に
対
す
る
解
釈
を
、
『法
華
疏
私
記
』
が
立
て
た

「第
二
類
」
＝

「失
心
者
」
と
い
う
等
式

（５‐
）

に
代
入
す
る
と
、
「第
二
類
」
と
は
、
名
字
即
位
に
し
て
、
経
歴
中
に
権
教

（悪
知
識
）

へ
の
信
が
厚
重
で
あ

っ
た
た
め
、
法
華
経

へ
の

信
を
存
続
す
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
機
類
で
あ
る
と
、
規
定
で
き
よ
う
。

次
に
、
『法
華
疏
私
記
』
が
提
示
し
た

「第
二
類
」
＝

「重
酔
者
」
と
い
う
等
式
に
着
目
し
て
み
た
い
。

「重
酔
者
」
と
い
う
用
語
は
、
法
華
経
五
百
弟
子
受
記
品
の
中
、
衣
裏
繋
珠
喩
に
説
か
れ
る
酔
臥
の
者
を
釈
し
た

『法
華
文
句
』
に
用

い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
機
類
の
酔
臥
の
度
合
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を

「重
酔
者
」
と

「
軽
酔
者
」
と
に
分
け
て
い
る
の
で
あ

る
。
従

っ
て
、
こ
こ
で
提
示
さ
れ
る
等
式
の
解
答
は
、
「重
酔
者
」
と
は
ど
う
い
っ
た
状
態
で
酔

っ
て
い
る
機
類
を
言
う
の
か
、

こ
の
考

察
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
よ
り
少
し

「重
酔
者
」

へ
の
具
体
的
な
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。

周
知
の
通
り
、
衣
裏
繋
珠
喩
と
は
、
或
る
人

（
二
乗
）
が
友
人

（仏
）
の
所

へ
行
き
酒

（無
明
煩
悩
）
に
酔

っ
て
眠

っ
て
し
ま

っ
た
。

友
人
は
外
出
す
る
と
き
宝
珠

（
一
乗
法
華
）
を
彼
の
衣
の
裏
に
縫
い
付
け
て

（大
通
結
縁
）
去

っ
た
。
そ
の
後
、
彼
は
そ
れ
に
気
づ
か
ず

貧
苦
に
悩
ん
だ
が
、
後
日
友
人
に
再
会
し

（仏
今
番
出
世
）
、
そ
の
こ
と
を
知
り
豊
か
な
生
活
を
送
る
よ
う
に
な

っ
た
、
と
い
う
喩

で
あ

る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
い
う
貧
人

（酔
臥
の
者
）
を
、
『法
華
文
句
』
で
は
、

酔
二有
型

一義

Ъ

一
二重
酔
ト
ハ都
テ
不
二
覚
知

寸

一
一二軽
酔
ト
ハ微
シク
覚
テ尋
ピ
心
ル
ナ
リ
亦
名
ン
不
覚

∵

雖

【
有
Ｆ

一義

一終
二成
ニス
繋
珠

↓
如
一

毒
鼓

一耳
。

と
、
重
酔
で
あ
る
か
ら
繋
珠
を
全
く
覚
知
し
な
い
者
と
、
軽
酔
に
し
て
微
か
に
覚
め
て
い
る
が
繋
珠
を
忘
失
し
て
い
る
者
と
の
、
二
種
類

の
機
類
を
も

っ
て
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

『文
句
記
』
は
こ
れ
を
、

酔
有
「
ハ
ニ
義

一与
一一前
ノ堕
落
ノ中
ノ
一
一義

ゴ
息
同
シ。
初
是
レ幼
稚
ラ
テ警

著̈
摯
ル
フ五
欲

Ｔ
但
如
⇒
法
師
常
不
軽
等

）或
ハ
一
句
結
縁
。
次
ニ

是

善
弱
或

五
品

初

未
レ入
一
相
似

Ｌ

故

．云
レ
弱

卜耳
。
以
下
由
一
結
縁
厚
薄
不
レ
．同

ラ
遂

．名
一
無
明

一以
為
中
軽
重
上
。
故

．
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フ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト

（５４
）

一不
一酔
有
二
種

Ъ

と
細
釈
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
解
釈
か
ら
次
の
二
点
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。

①

「堕
落
中
二
義
」
と
は
、
三
車
火
宅
喩
を
釈
し
た

『法
華
文
句
』
の
釈
義
。
す
な
わ
ち
、
火
宅
の
中
で
焼
か
れ
る

「堕
落
」
の
者
に
、

０

「幼
稚

．ン
テ憶
二
本

戯
虎

一故

．堕
落

「
げ

「都
ァ無
レ
識

コト執

」
ル
ー
物

不
¨
ガ
堅

ラ故

．堕
落

「
）と
の
二
義
を
立
て
る
。
そ
し
て
、

０
は
、
五
欲
に
執
著
し
て
三
途
に
堕
落
し
た
者
を
、
国
は
、
善
根
が
弱
く
大
乗
を
謗
毀
し
て
三
途
に
堕
落
し
た
者
を
善
え
た
と
い
う
。

「文
句
記
』
は
、
こ
の
二
者
が

「
重
酔
者
」
「
軽
酔
者
」
と
同
意
で
あ
る
と
解
釈
す
る
。
よ

っ
て
、
日
が

「重
酔
者
」
に
相
当
す
る
。

②

「幼
稚
」
と
は
、
『法
華
文
句
』
に
、

。
大
乗
′善
根
微
弱
ナ
ル
フ名
⊃
幼
稚

一
。

。
昔
結
一
大
乗
ノ子
父

Ъ
。
尋
テ復
失
写
解
フ流
二
浪
ス五
道

下
　
（中
略
）
通
ジ
テ是
レ仏
子
ナ
ル
‡
子
ノ義
微
弱
ナ
ル故
ξ
ュ
幼
稚

一
５９）

。
以
一
無
明
厚
重
ニ
テ覆
二
障
ス
ル
フ解
心

）解
心
二無

¨
力
故
．ぎ
ュ
幼
稚

一
。

と
の
解
釈
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
過
去
に
下
種
益
を
受
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
仏
子
と
し
て
の
関
係
が
微
弱
な
状
態
、
ま
た
、
無
明
が
厚

重
な
た
め
、
大
乗
を
聞
い
て
も
そ
れ
を
理
解
す
る
力
が
な
く
、
自
発
的
に
発
心
を
起
こ
す
こ
と
が
困
難
な
状
態
が

「幼
稚
」
と
い
う
の
で

あ
る
。

『
文
句
記
』
は
、
「重
酔
者
」
が

「幼
稚
」
の
状
態
に
あ
る
機
類
と
い
う
。

以
上
の
二
点
を
踏
ま
え
、
『法
華
疏
私
記
』
の
提
示
し
た

「第
二
類
」
＝

「重
酔
者
」
と
の
解
釈
に
立
脚
し
、
『法
華
文
句
』
『文
句
記
』

の

「重
酔
者
」
の
解
釈
を
再
考
す
れ
ば
、
「第
二
類
」
と
は
、
毒
鼓
の
機
類
で
あ
り
、
五
欲
に
執
著
し
た
た
め
幼
稚
な
る
状
態
が
つ
ず
く
、

加
え
て
、
父
子
結
縁
が
薄
か

っ
た
た
め
無
明
の
重
い
機
類
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

こ
こ
で
、
『法
華
疏
私
記
』
の
い
う

「第
二
類
」
の
解
釈
を
図
示
す
れ
ば
、
左
記
の
如
く
に
な
る
。

日
蓮
聖
人
の
機
類
観
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日
蓮
聖
人
の
機
類
観

「失
　
心
　
者
」

。
三
乗
善
根
を
喪
失

。
大
小
機
感
が
生
じ
な
い

。
悪
強
善
弱
の
者

。
名
字
即
位

。
法
華
経

へ
の
信
の
存
続
が
な
い

〔釈

尊

在

世
〕

滅

後

得

道

中
間

「
退
大
取
小
」

酔

者
」

ｏ
幼
稚
な
る
状
態
が

つ
ず
く

。
結
縁
が
薄
い

。
無
明
が
重
い

。
毒
鼓
の
機
類

ロ

と
こ
ろ
で
、
日
蓮
教
学
史
で
は
、
「第
二
類
」
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
の
か
。

管
見
の
と
こ
ろ
、
室
町
期
の
学
匠
で
あ
る
日
隆
上
人

（
一
三
八
五
～

一
四
六
四
）
著

『本
門
弘
経
抄
』
、
並
び
に
、
江
戸
中
期
の
常
在

院
日
深

（
一
七
〇
三
～

一
七
四
三
）
著

『峨
眉
集
』
に
、
詳
し
い
解
釈
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

特
に
、
『本
門
弘
経
抄
』
の

「百
十
三
帖
ノ内
第
五
十

一
巻
化
城
喩
品
ノ下
　
エハ
帖
ノ内
第
四
」
の
後
半
部
に
は
、
「第
二
類
」
に
つ
い
て
、

か
な
り
詳
細
な
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
）し
れ
は
、
日
隆
上
人
が
、
「第
二
類
」
と
い
う
機
類
に
留
意
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る

も
の
と
い
え
よ
う
。
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そ
こ
で
、
こ
れ
よ
り
、
『本
門
弘
経
抄
』
に
本
稿
の
主
題
を
問
う
て
み
た
い
。

そ
こ
に
は
、
十
の
設
間
を
立
て
て
、
「第
二
類
」
を
解
釈
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

一
、

「
第
二
類
」
は
大
通
結
縁
の
機
類
か

二
、
本
末
釈
に
よ
れ
ば
、
「第
二
類
」
が
大
通
結
縁
の
機
類
で
な
い
事
は
分
明
で
あ
ろ
う

三
、
三
類
の
実
体
と
は

四
、

「
第
二
類
」
は
今
経

ヽ
の
座
に
在
り
と
云
う
べ
き
か

五
、
三
類
が
共
に
大
通
結
縁
の
機
類
で
あ
る
と
い
う
証
文
は

六
、
三
類
は
結
縁
の
前
後
に
よ

っ
て
区
別
さ
れ
る
の
か

七
、

（問
六
の
答
え
を
受
け
）
本
門
に
立
脚
す
る
と
結
縁
の
前
後
で
三
類
は
区
別
さ
れ
る
と
い
う
な
ら
ば
そ
の
証
文
と
は

八
、

「
第
二
類
」
で
今
日
得
悟
す
る
者
は
い
る
の
か

九
、

「初
類
」
の
中
で
今
日
得
悟
の
者
は
い
る
の
か

十
、

「
第
二
類
」
の
王
子
覆
講
結
縁
の
実
体
と
は

で
あ
る
。
以
上
の
設
間
に
順
次
に
解
答
を
示
し

つ
つ
、
「
第
二
類
」
を
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
設
間
を
概
観
す
る
と
、
天
台
末
註
書
同
様
、
本
末
釈
に
あ
る

「第
二
類
」
を

「
不
レ論
レ遇
レ大
」
「方
始
レ受
レ
大
」
「
未
二
曽

聞
フ
大
」
の
機
類
と
す
る
概
念
規
定
が
、
論
議
の
中
心
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。

以
降
は
、
十
の
設
間
の
内
、
「第
二
類
」
の
具
体
的
な
概
念
が
確
認
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
第
二

・
第
二

ｏ
第
十
間
を
取
り
上
げ
て
考

察
を
加
え
て
み
た
い
。

ま
ず
、
第
二
間
に

日
蓮
聖
人
の
機
類
観
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日
蓮
聖
人
の
機
類
観

答
、
述
中

大
旨

且
指
述
中
大
通
為
首
　
以
二
大
通

一為
二
中
間
今
日
熟
脱

源

一。
若

爾
　
中
間
逢
値

〓
一類
共

大
通
結
縁

者
也

可
７
ム
。
既

．見
型
経
文

■
日
日
結
縁
ハ六
百
萬
億
那
由
佗
恒
河
沙
等
衆

。
又
同

世
世
所

レ生
興
・一菩
薩

一倶

り
。
常

．与
レ
師

倶

．

生
シ
テ中
間
二来
テ所
化
ノ六
百
萬
億
那
由
佗
恒
河
沙
衆
生
等
卜
云
へ
。
り
　
既
二無
Ｐ
九
初
中
間
替
ハル
事

Ｌ

愛
二
知
ヌ
第
二
類
ノ
人
ハ大
通
下
種
ノ

者
也

云

事
明
鏡
也
。

（中
略
）
但

至
一
ハ本
末
釈

一者
大
縁
微
薄

ル故

．最

微
少

ル
辺

遇
小

モ未
曽
聞
大

モ
云

ル欺
（地

と
答
え
て
い
る
。　
つ
ま
り
、
『玄
義
釈
箋
』
の
解
釈
に
も
あ
る
よ
う
に
、
述
門
に
お
い
て
は
、
大
通
下
種
を
も

っ
て
中
間
今
日
で
の
熟
脱

益
の
根
源
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
中
間
逢
値
の
三
類
は
共
に
大
通
結
縁
の
機
類
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
経
文
に
従
え
ば
、
覆

講
法
華
に
よ
っ
て
下
種
益
を
受
け
た

「
六
百
万
億

那
由
佗
恒
河
沙
等

衆
生
」
が

「
世
世

．所
レ生

ル
ル
与
・一菩
薩

一倶

．シ
テ
『
）中
間
に
至

っ

た

「
一
一　
菩
薩

所
化

六
百
万
億

那
由
佗
恒
河
沙
等

衆
生
」
と
い
わ
れ
て
お
り
、
し
た
が

っ
て
、
中
間
逢
値

の
〓
一類
に
元
初
中
間
の

相
違
は
無
く
、
「第
二
類
」
が
大
通
下
種
の
機
類
で
あ
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
、
と
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
解
釈
を

前
提
と
し
て
、
本
末
釈
が

「第
二
類
」
を

「
遇
小
」
「
未
曽
聞
大
」
と
い
う
の
は
、
元
初
の
結
縁
は
法
華
経
に
よ
る
大
縁
で
は
あ

っ
た
が
、

そ
れ
が
微
薄
で
あ
り
、
極
め
て
微
少
で
あ

っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
、
と
の
問
題
提
議
が
あ
る
。

次
に
、
三
類
の
実
体
に
つ
い
て
解
釈
し
た
、
二
番
目
の
間
答
釈
を
考
察
し
て
み
た
い
。
初
め
に
、

尋
ネ
テ
云
フ、
〓
一類
ノ実
体
如
何
。

答
、
中
間
逢
値
ノ
〓
一類
ト
ハ者
昔
日
元
初
ノ時
ハ〓
一類
共
二聞
弓
王
子
覆
講

↓成
二
下
種

マ

下
種
ノ心
性
二有
「
卜信
行
法
行
等
ノ利
鈍

■
ム
ヘ輩

同
ク
妙
法
ノ下
種
ナ
ル故
二純
園
純
機
．ラ
テ不
レ分
シ
ニ
類
ノ
不
同

Ъ

然
ル
ニ自
性
性
差
別
ノ故
二中
間
逢
値
ノ時
ヲ自

〓
ラ

一類
ノ不
同
相
分
タ
リ
。（７２）

と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
三
類
は
共
に
覆
講
法
華
の
下
種
益
を
受
け
た
機
類
で
あ
り
、
機
根
に
利
根

・
鈍
根
の
相
違
は
あ

っ
て
も
、
同
じ
法

華
経
に
よ
る
下
種
益
を
受
け
た
機
類
で
あ
る
以
上
、
純
回
の
純
機
と
い
う
点
で
の
分
別
は
な
い
。
し
か
し
、
中
間
逢
値
以
降
相
分
れ
る
由

縁
は
、
三
類
各
々
が
本
来
具
有
し
て
い
る
自
己
の
真
性
の
差
異

（「自
性
々
差
別
』
）
に
あ
る
、
と
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
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る
と
、
い
か
な
る
機
類
で
も
、
聞
法
が
あ
る
以
上
、
下
種
の
時
は
同

一
で
あ
り
、
機
類
に
違
い
が
生
じ
て
く
る
の
は
そ
れ
以
降
で
あ
る
と

い
う
の
で
あ
る
。

続
い
て
、
「初
類
」
を

「根
利
徳
厚
」
の
機
類
、
「第
二
類
」
を

「
至
一ガ
可
経
三
周
ノ
座

一移
「
本
門

一
品
二
半

一成
⇒
記
小
ノ
久

一
成
一
ル
三

千

一成
ニノレ
一
代

正
機

こ

と
い
う
解
釈
を
示
し
、
「第
二
類
」
に
つ
い
て
は
、

此
第
二
類
ノ人
ハ如
っ
第
二
類

）雖
【来
ニノレト今
経
三
周
ノ湖

一最
下
根
ノ故
ダ
一周
各
具
讐
二
根

マ

一壬
二
九
根
ノ下
周
下
根
ノ
下
下
根
ノ
故
二方

始
受
大
ノ義
ハ雖
【有
］
卜之
如
ン
第
二
類

）断
證
無
¨
之
。
故
二結
縁
衆
ナ
ンー
被
≒
％
摂
属

一分
有
時
之
成
二′レ流
通
ノ正
機

一事
有
］
之
。
故
ニ

今
亦
未
蓋
方
始
受
大
乃
至
滅
後
得
道
者
是
也

粋
　
也
。

と
あ
る
。
こ
の
解
釈
で
は
、
「第
二
類
」
を
、
法
説

・
善
説
を
講
じ
て
も
理
解
力
を
顕
示
し
な
い
因
縁
周
処
対
の
者
と
し
、
中

で
も
機
根

が
最
下
位
の
下
根
で
あ
る
た
め
、
「第
二
類
」
と
同
様
に
在
世
で
大
乗
を
聞
法
し
て
も
、
心
の
障
磯
を
断
じ
え
な
い

（
「
断
證
無
之
し

ま

ま
、
滅
後

へ
漏
れ
る
機
類
と
見
倣
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
考
察
よ
り
、　
一
応
、
『本
門
弘
経
抄
』
で
の

「第
二
類
」
の
解
釈
の
概
要
は
理
解
で
き
る
が
、
さ
ら
に
そ
の
具
体
性
を
増

す
た
め
に
は
、
第
二
問
答
釈
か
ら
は
、
「第
二
類
」
を

「大
縁
微
薄
」
し
な
が
ら
も
、
そ
こ
に

「大
縁
」
を
認
め
た
確
固
な
理
由
、
ま
た

第
二
問
答
釈
か
ら
は
、
三
類
不
同
の
直
接
要
因
で
あ
る

「自
性
性
差
別
」
と
は
具
体
的
に
は
何
を
意
味
す
る
の
か
、
こ
の
二
点
の
再
考
が

必
要
で
あ
ろ
う
。

こ
の
点
を
明
確
に
し
た
の
が
第
十
問
答
釈
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「第
三
類

人

王
子
覆
講
結
縁

実
体
如
何
」
と
い
う
設
間
に

門
流
義
云
　
第
二
類
ノ人
ハ王
子
覆
講
ノ法
華
結
縁
テ
有
¨
ヲ之
但
論
遇
小
ト
モ第
二
類
人
未
曽
聞
大
ト
モ
云
ヘル
ハ大
縁
微
少
ナ
ル
故
‐
云
フ
モ
其

二思
ハ先
ゾ
結
縁
卜
云
ハ下
種
ナ
リ。
下
種
卜
云
ハ
一
念
信
解
也
。
謂
ク
信
ハ在
ニノレ本
智

一堅
固
ノ初
念
ラ
テ無
¨
退
解
ハ行
者
ノ私
物
卜成
ル故
二有
り
退
。

例
セ
パ
如
⇒
園
行
漸
機

マ

謂
ク
結
縁
之
信
ハ園
也
。
従
「
信
ノ
一
念

一移
¨
解
．Ｊ

（中
略
）
働
チ
信
ハ根
也
。
解
茎
枝
葉
ノ
戒
定
慧
也
。
故
ニ

日
蓮
聖
人
の
機
類
観
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日
蓮
聖
人
の
機
類
観

信
根

〓
一五
下
種
也
。
解

茎
枝
葉

中
間
已
来

熟
脱
也
。
故

第
二
類

人

名
字
下
種

信
心

無
二
廃
退

一故

大
通
下
種

者
有
二
大

縁

一
ム
フ
ハ此
ノ意
也
。
サ
テ
遇
小
ト
モ未
曽
聞
大
ト
モ唯
習
於
小
ト
モ
云
ハ解
ノ権
二堕
チ
タ
ッ
云
フ也
。

（中
略
）
至
「
法
華

一
聞
ン
ハ
一
念
信
解
ノ

妙
法

↓会
≒
解
権

一開
二
発
シ信
心

↓信
解
ノ
一
念
二園
融
シ
テ顕
摯
妙
法

一也
。

と
答
え
る
。

つ
ま
り
、
「第
二
類
」
と
は
、
大
通
下
種
結
縁
の
機
類
で
あ
る
か
ら
、
名
字
即
位
の

一
念
信
解
の
機
類
と
釈
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、　
一
念
信
解
の

「信
」
は
、
「解
」
の
衰
退
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
な
く
不
退
で
あ
り
、
信
根
と
し
て
機
類
に
常
住
す
る
も

の
で
あ
る
と
い
う
。
よ

っ
て
、
名
字
即
位
の
機
類
で
あ
る

「第
二
類
」
の
信
心

（「信
根
二
五
下
種
し

の
廃
退
は
な
い
か
ら
、
「第
三
類
」

に

「大
縁
」
を
認
め
た
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
「第
三
類
」
は
、
下
種
に
よ
っ
て
植
え
ら
れ
た
信
根
、
す
な
わ
ち
自
己
に
内
在
す
る

「信
」
の
芽
を
、
寸
時
に
開
発
す
る
能
力
が
無
か

っ
た

（「自
性
性
差
別
し

機
類
と
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
考
察
よ
り
、
次
の
こ
と
が
整
理
で
き
よ
う
。

『本
門
弘
経
抄
』
は
、
「第
二
類
」
に
大
通
下
種
を
認
め
る
こ
と
を
論
議

の
中
心

に
置
い
て
お
り
、
そ
の
正
当
性
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
「第
二
類
」
が
、
釈
尊
在
世
を
漏
れ
、
滅
後
得
道
の
機
類
と
な
る
の
は
、

下
種
に
よ

っ
て
植
え
ら
れ
た
信
根
を
開
発
す
る
力
が
無
か

っ
た
た
め
と
の
理
解
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

結

び

以
上
、
非
才
浅
学
を
か
え
り
み
ず
、
日
蓮
聖
人
の
機
類
観
、
と
く
に
小
稿
で
は
、
聖
人
が
末
法
の
衆
生
を
表
現
す
る
際
に
使
用
さ
れ
た

用
語
の
中
で
も

「
大
通
結
縁
第
二
類
」
に
着
目
し
、
考
察
を
進
め
て
き
た
。

「第
二
類
」
と
は
、
そ
の
出
典
で
あ
る

『法
華
文
句
』
・
『文
句
記
』
に
よ
れ
ば
、
釈
尊
在
世
ま
で
の
間
、
「但
論
遇
小
」
「
未
曽
聞
大
」

「唯
習
於
小
」
で
あ

っ
た
た
め
、
滅
後
得
道
と
な
る
機
類
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
の
解
釈
は
、
『法
華
文
句
』
『
文
句
記
』
以
降

の

末
註
書
に
お
い
て
論
議
を
生
む
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
ら
は

一
様
に
、
「第
二
類
」
も
他
の
二
類
と
同
様
に
、
大
通
覆
講
法
華
所
対
の
機
類
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と
解
釈
し
、
そ
こ
か
ら

『法
華
文
句
』
『文
句
記
』

へ
の
会
通
を
試
み
て
い
る
。
こ
の
論
点
に
つ
い
て
聖
人
は
、
末
註
書
の
解
釈
と
同
調

す
る
、
す
な
わ
ち

「第
二
類
」
は
、
「但
論
遇
小
」
「未
曽
聞
大
」
で
は
な
く
、
大
通
下
種
を
受
け
た
機
類
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
と
、

御
遺
文
か
ら
拝
察
で
き
る
。

次
に
、
「第
二
類
」
の
具
体
的
な
概
念
に
つ
い
て
は
、
『法
華
疏
私
記
』
の
提
示
し
た

「第
二
類
」
＝

「失
心
者
」
・
「第
二
類
」
＝

「重

酔
者
」
と
い
う
解
釈
、
加
え
て
、
『本
門
弘
経
抄
』
の
解
釈
を
取
り
上
げ
た
。
こ
れ
ら
の
考
察
は
、
「第
二
類
」
の
姿
を
か
な
り
明
瞭
に
浮

か
び
出
し
得
た
と
い
え
よ
う
。
よ

っ
て
、
そ
こ
で
得
た
解
釈
に
従
い
、
以
下
の
如
き

一
文
を
以

っ
て
、
小
稿
の
結
び
と
し
た
い
。

過
去
に
下
種
結
縁
を
受
け
な
が
ら
も
、
釈
尊
在
世
に
得
道
で
き
な
か

っ
た
機
類
、
法
華
経

へ
の
信
を
存
続
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
な
か

っ

た
機
類
、
信
の
開
発
を
期
待
さ
れ
る
機
類
等
々
、
こ
う
し
た
概
念
を
有

つ

「第
三
類
」
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
こ
と
は
、
末
法
と
い
う

時
に
立

っ
て
、
過
去
の
自
己
を
知
る
こ
と
に
通
じ
る
。

聖
人
は
、
末
法
の
衆
生
に
、
「第
二
類
」
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
そ
こ
か
ら
過
去
の
罪
を
知
り
、
同
時
に
、
喪
失
し
た
信
の
回
復
を

切
望
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

実
際
、
『開
目
妙
』
で
は
、
「第
二
類
」
で
あ
る
と
の
内
観
が
、
「今
度
強
盛
の
菩
提
心
を
を
こ
し
て
退
転
せ
じ
と
願
し
ぬ
」
と
い
わ
し

め
、
こ
れ
を
契
機
と
し
て
三
大
誓
願
を
立
て
ら
れ
て
い
る
。

聖
人
が

「大
通
結
縁
第
二
類
」
と
規
定
さ
れ
る
我
々
末
法
の
機
類
は
、
法
華
経

へ
の

「信
」
を
常
に
自
問
し

つ
つ
、
不
断
の
信
行
を
責

務
と
し
て
実
践
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

『法
華
玄
義
』
述
門
十
妙
の
感
応
妙
を
釈
す
中
に
引
用
さ
れ
た
阿
含
経
の
文

（『正
蔵
肝
第
二
十
三
巻
七
四
頁
ｃ
）。

『撰
時
抄
』
に

「十
信
の
菩
薩
よ
り
等
覚
の
大
士
に
い
た
る
ま
で
、
時
と
機
を
ば
相
知

が
た
き
事
な
り
。
何
に
況
や
我
等
は
凡
夫
な
り
。
い
か
で

日
蓮
聖
人
の
機
類
観

21註
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日
蓮
聖
人
の
機
類
観

か
時
機
を
し
る
べ
き
。

（中
略
）
佛
眼
を
か
つ
て
時
機
を
か
ん
が
へ
よ
、
佛
日
を
用
て
国
土
を
て
ら
せ
。
」
と
あ
る

（『定
遺
』

一
〇
〇
五
頁
）。

『曽
谷
入
道
殿
許
御
書
』
翁
定
遺
』
八
九
五
頁
）。

『教
機
時
国
妙
』
翁
定
遺
』
二
四
二
頁
）
・
『曽
谷
入
道
殿
許
御
書
』
翁
定
遺
』
八
九
七
頁
）
等
多
所
に
見
れ
る
。

『定
遺
』
六
七

・
八
九

・
一
二
三

・
一
九

一
・
一
九
六

・
二
〇
三
頁
等
。

『定
遺
』
六
八

ｏ
一
一
〇

・
二
〇
二
頁
等
。

『定
遺
』

一
〇
九
頁
。

『定
遺
』

一
二
・
一
〇

一
・
一
二
六

ｏ
一
八
七

・
一
九
四
頁
等
。

『定
遺
』

一
九
〇
頁
。

『定
遺
』
四
九
五
頁
。

『観
心
本
尊
抄
』
翁
定
遺
』
七

一
六
～
七

一
七
頁
）
・
『佐
渡
御
書
』
（
定
遺
』
六

一
四
頁
）
・
『
四
信
五
品
妙
』
翁
定
遺
』

一
二
九
五
頁
）。

『開
目
抄
』
（
定
遺
』
五
五
六
頁
）。

『
一
代
聖
教
大
意
』
（
定
遺
』
六
七
頁
）
・
『唱
法
華
題
目
妙
』
翁
定
遺
』

一
八
九

・
一
九
〇
頁
）
・
『南
條
兵
衛
七
郎
殿
御
書
』
翁
定
遺
』
三
二
五

頁
）
・
『薬
王
品
得
意
妙
』
翁
定
遺
』
三
二
八
頁
）
・
『
四
信
五
品
抄
』
翁
定
遺
』

一
二
九
五
頁
）。

『観
心
本
尊
抄
』
翁
定
遺
』
七

一
九

・
七
二
〇
頁
）
。

『
唱
法
華
題
目
抄
』
（
定
遺
』

一
八
五
頁
）
・
『開
目
妙
』
翁
定
遺
』
五
五
六
頁
）
・
『佐
渡
御
書
』
翁
定
遺
』
六

一
四
頁
）
・
『観
心
本
尊
抄
』
翁
定

遺
』
七

一
三
～
七

一
四
頁
）。

『総
在

一
念
妙
』
（
定
遺
』
八
五
頁
）
・
『守
護
国
家
論
』
（
定
遺
』

一
一
二
頁
）。

『
唱
法
華
題
目
抄
』
翁
定
遺
』
二
〇
四
～
二
〇
五
頁
）
・
『曽
谷
入
道
殿
許
御
書
』
（
定
遺
』
八
九
六
～
八
九
七
頁
）。

『観
心
本
尊
抄
』
翁
定
遺
』
七

一
九
頁
）
・
『法
華
取
要
抄
』
翁
定
遺
』
八

一
五
頁
）
・
『曽
谷
入
道
殿
許
御
圭
邑

翁
定
遺
』
九
〇
三
頁
）
・
『
妙

一
尼

御
前
御
消
息
』
翁
定
遺
』
九
九
九
頁
）。

「守
護
国
家
論
』
（
定
遺
』

一
〇
七
頁
）
ｏ
『顕
謗
法
抄
』
翁
定
遺
』
二
六
六

・
二
七
二
頁
）
・
『浄
蓮
房
御
童
邑

翁
定
遺
』

一
〇
七
三
～

一
〇
七
五

頁
）。
『定
遺
』

一
八
五
頁
。

『定
遺
』
五
五
六
頁
。

『定
遺
』
六

一
四
頁
。

「定
遺
』
七

一
三
～
七

一
四
頁
。

山
川
智
応
著

『開
目
抄
講
話
』
二
五
五
頁
参
照
。

株
橋
日
涌
著

『観
心
本
尊
妙
講
義
下
巻
』
七
三

一
～
七
三
五
頁
参
照
。
し
か
し
、
末
法
の
衆
生
を
表
現
さ
れ
た
も
の
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
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（２６
）

『正
蔵
』
三
十
四
巻
九
九
頁
ｃ
。

（２７
）

『正
蔵
』
三
十
四
巻
九
九
頁
ｃ
～

一
〇
〇
頁
ａ
。

（２８
）

『正
蔵
』
三
十
四
巻

一
〇
〇
頁
ａ
。

（２９
）
平
楽
寺
書
店
版

『薩
制
法
華
経
並
開
結
』
二
六
〇
～
二
六

一
頁
。

（３０
）

『正
蔵
』
三
十
四
巻
九
九
頁
ｃ
～

一
〇
〇
頁
ａ
。

（３‐
）

『正
蔵
』
三
十
四
巻
二
九
八
頁
ａ
。

（３２
）

『文
句
記
講
録
』
に
は

「乃
至
滅
後
」
を
、
「
旧
云
則
至
二佛
滅
後

一得
道
者
也
又
於
二第
二
類
中

一有
二仏
世
得
道
等

一故
云
二
乃
至

一也
後
義
穏
乎
」

と
細
釈
し
て
い
る
。
在
世
得
道
の
者
は
毒
発
の
者
と
理
解
し
て
お
き
、
「第
三
類
」
は
滅
後
得
道
に
視
点
を
置
く
べ
き
と
考
え
る
。

（３３
）

『続
蔵
経
』
四
十
五
冊
七
巻

一
一
九
頁
。

（３４
）

『大
日
本
仏
教
全
書
』
第
四
巻
四

一
頁
ｂ
～
ｃ
。

（３５
）

『天
全
』
法
華
文
句
四
巻

一
六
九
九
頁
上
。

（３６
）

『天
全
』
法
華
文
句
四
巻

一
七
〇
〇
頁
上
。

（３７
）

『天
全
』
法
華
文
句
四
巻

一
七
〇
〇
頁
下
。

（３８
）

『正
蔵
』
三
十
三
巻
八
二
五
頁
ｃ
。

（３９
）
古
宇
田
亮
宣
編

『和
訳
天
台
宗
論
義
二
百
題
』
六
二
五
～
六
二
八
頁
。

（４０
）

『天
全
』
法
華
文
句
四
巻

一
六
九
九
頁
上
。

（４‐
）

『天
全
』
法
華
文
句
四
巻

一
六
九
九
頁
下
。

（４２
）
平
楽
寺
書
店
版

『頑
制
法
華
経
並
開
結
』
四
二
三
頁
～
四
二
六
頁
。

（４３
）

『正
蔵
』
三
十
四
巻

一
三
四
頁
ｃ
。

（４４
）

『正
蔵
』
三
十
四
巻

一
三
四
頁
ｃ
。

（４５
）

『正
蔵
』
三
十
四
巻
三
四
〇
頁
ｂ
。

（４６
）

『天
全
』
法
華
文
句
五
巻
二
三
六
六
頁
下
参
照
。

（４７
）

『観
心
本
尊
抄
』
（
定
遺
』
七

一
六
～
七

一
七
頁
。）

（４８
）

『定
遺
』

一
二
九
五
～

一
二
九
六
頁
。

（４９
）

『正
蔵
』
三
十
三
巻
七
六

一
頁
ｂ
。

（５０
）

『定
遺
』
九
二
二
頁
。

（５‐
）

『文
句
記
』
翁
正
蔵
』
三
十
四
巻
三
四
〇
頁
ａ
）
に

「以
二信
レ邪
厚
薄
不
フ同
。
致
レ有
三失
与
二不
失
。
」
と
あ
る
。

（５２
）
平
楽
寺
書
店
版

『薩
制
法
華
経
並
開
結
』
二
八
九
～
二
九

一
頁
。

日
蓮
聖
人
の
機
類
観
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日
蓮
聖
人
の
機
類
観

（５３
）

『正
蔵
』
三
十
四
巻

一
〇
六
頁
ｃ
。

（５４
）

『正
蔵
』
三
十
四
巻
三
〇
三
頁
ｂ
～
ｃ
。

（５５
）

『正
蔵
』
三
十
四
巻
六
九
頁
ａ
。

（５６
）

『正
蔵
』
三
十
四
巻
六
九
頁
ａ
。

（５７
）

『正
蔵
』
三
十
四
巻
六
九
頁
ａ
。

（５８
）

『正
蔵
」
三
十
四
巻
六
八
頁
ｃ
。

（５９
）

『正
蔵
』
三
十
四
巻
八
〇
頁
ｂ
。

（６０
）

『正
蔵
』
三
十
四
巻
八
〇
頁
ｃ
。

（６‐
）

『
日
蓮
聖
人
御
遺
文
講
義
』
公
一巻

一
三
二
頁
）
で
は
、
『開
目
抄
』
の

「大
通
結
緑
の
第
二
類
の
在
世
を
も
れ
た
る
か
」
翁
定
遺
』
五
五
六
頁
）

を

「第
二
類
の
衆
生
は
仏
在
世
に
於
い
て
成
仏
し
た
の
で
は
あ
る
が
日
蓮
は
そ
れ
に
漏
れ
た
の
か
」
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
本
末
釈
に
従

っ
て
、

「第
三
類
」
は
滅
後
得
道
の
機
類
と
理
解
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
『御
遺
文
講
義
』
の
解
釈
は
妥
当
と
は
い
え
な
い
。

（６２
）
山
外

・
山
家
の
論
目
を
中
心
と
し
て
、
真
超
の
取
扱

っ
た
教
学
上
の
論
議
を
攻
究
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
従
来
の
義
科
の
論
目
を
集
成
し
、
異
論
を

決
裁
せ
ん
と
し
た
書
物
。
四
明
教
学
を
以
っ
て
、
日
蓮
教
学
と
原
始
天
台
教
と
の
橋
渡
し
を
な
す
中
間
的
存
在
の
書
。
（執
行
海
秀
著

『
日
蓮
教
学

史
』
参
照
）

（６３
）

『本
門
弘
経
抄
』
第
五
巻
五
三
六
頁
～
五
五
〇
頁
。

（６４
）

『正
蔵
』
三
十
四
巻

一
〇
〇
頁
ａ
。

（６５
）

『正
蔵
』
三
十
四
巻

一
〇
〇
頁
ａ
。

（６６
）

『正
蔵
』
三
十
四
巻
二
九
八
頁
ａ
。

（６７
）

『本
門
弘
経
抄
』
第
五
巻
五
三
六
頁
～
五
三
七
頁
。

（６８
）

『正
蔵
』
三
十
三
巻
八
二
五
頁
ｃ
。

（６９
）
平
楽
寺
書
店
版

『薩
制
法
華
経
並
開
結
』

（７０
）
平
楽
寺
書
店
版

『薩
制
法
華
経
並
開
結
』

（７‐
）
平
楽
寺
書
店
版

『頑
制
法
華
経
並
開
結
』

（７２
）

『本
門
弘
経
抄
』
第
五
巻
五
四
〇
頁
。

（７３
）
宇
井
伯
壽
監
修

『仏
教
辞
典
』
四
三
二
頁
参
照
。

（７４
）

『本
門
弘
経
抄
』
第
五
巻
五
四

一
頁
。

（７５
）

『本
門
弘
経
抄
』
第
五
巻
五
四

一
頁
。

一五
九
頁
。

工
全

頁
。

工
全

頁
。
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787776

『本
門
弘
経
抄
』
第
五
巻
五
四

一
～
五
四
二
頁
。

『本
門
弘
経
抄
』
第
五
巻
五
四
九
～
五
五
〇
頁
。

『定
遺
』
五
五
七
頁
。

日
蓮
聖
人
の
機
類
観
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